
 

 

 

 

群馬県教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則について 

 

１ 改正の趣旨 

  組織改正および人事運用の変更に伴い、関係規則（計８件）を整備する。 

（１）令和８年４月１日付で予定している組織改正に伴い、規則整備を行うもの。 

（２）役職定年者の活用に伴い、必要な職を統一的に記載するもの。 

 

 

２ 主な改正内容 

 （１）事務局組織の改正 

・管理課：増加する学校施設の設備整備に係る工事対応のため、「県立学校設備 

係」を新設する。 

   ・高校教育課：県立高校の在り方検討を推進するため、「高校未来づくり室」を 

設置する。また、「教科指導係」を「教科指導第一係」、「教科指導第二係」 

に分割することで体制強化を図る。 

 （２）職の規定の追加 

    「主任指導主事、主任社会教育主事」を関係組織規則に統一的に記載する。 

 

 

３ 施行日 

  令和８年４月１日 

 

令和８年３月１６日 

教育委員会事務局総務課 

電話：027-226-4521 


